
改正食品衛生法施行後の状況について
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衛生環境課
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資料１



食品衛生法改正の概要 １

１ 広域的な食中毒事故事案への対策強化

広域的な食中毒事故事案に対応するための国や都道府県等の連携協力体制の整備

・地域ブロックごとに国と関係自治体の連携協力の場として、連携協議会を設置する。
・厚生労働大臣は、協議会を活用し広域的対応を行う。
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食品衛生法改正の概要 ２

２ ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化
全ての事業者のＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施

３ 特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
健康被害の未然防止のため、特定成分等を含む食品の被害情報の届出

指定されている成分等
・コレウス・フォルスコリー ・ドオウレン
・プエラリア・ミリフィカ ・ブラックコホシュ 3



食品衛生法改正の概要 ３

６ 食品リコール情報の報告制度の創設
自主回収時の自治体への報告

５ 営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
実態に応じた許可業種の見直し、届出制度の導入

４ 国際整合的な食品器具・容器包装の衛生規則の整備
安全性を評価した物質のみ使用可とするポジティブリストの作成
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食品衛生法改正の概要 ４

７ その他
食品の輸出入に関する手続きの整備
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２ ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化
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ＨＡＣＣＰ（ハサップ）について

HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point）による衛生管理

Codexの７原則

（原則１） 危害要因の分析

（原則２） 重要管理点の決定

（原則３） 管理基準の設定

（原則４） モニタリング方法の設定

（原則５） 改善措置の設定

（原則６） 検証方法の設定

（原則７） 記録と保存方法の設定

事業者自らが、食中毒菌汚染等の危害要因をあらかじめ把握（Hazard 
Analysis）した上で、原材入荷から製品出荷までの全工程の中で、危害要因を
除去低減させるために特に重要な工程（Critical Control Point）を管理し、
製品の安全性を確保する衛生管理手法。

ＨＡＣＣＰシステムの７原則
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ＨＡＣＣＰ（ハサップ）について
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• 食品を製造し、又は加工する営業者であって、食品を製造し、又は加工す る施設に併設され、又は隣接した店舗におい
てその施設で製造し、又は加 工した食品の全部又は大部分を小売販売するもの （例：菓子の製造販売、豆腐の製造販売、食
肉の販売、魚介類の販売 等）

• 飲食店営業又は喫茶店営業を行う者その他の食品を調理する営業者（そうざ い製造業、パン製造業（消費期限が概ね
5日程度のもの）、学校・病院等の営業以外の集団給食施設、 調理機能を有する自動販売機を含む）
• 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、又は販売する営業者 • 食品を分割して容

器包装に入れ、又は容器包装で包み小売販売する営業者 （例：八百屋、米屋、コーヒーの量り売り 等 ）

• 食品を製造し、加工し、貯蔵し、販売し、又は処理する営業を行う者のう ち、食品等の取扱いに従事する者の数が50人
未満である事業場（事務職員等 の食品の取扱いに直接従事しない者はカウントしない） 9



● 営業許可の要不要にかかわらず、原則全ての営業者は食品衛生責任者を

定めること。

食品衛生責任者の設置

※令和3年7月から（公社）日本食品衛生協会が行うeラーニングも可とした。

● 食品衛生責任者は次のいずれかに該当する者とする。

・ 食品衛生監視員・食品衛生管理者の資格要件を満たす者

・ 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士等

・ 都道府県知事等が行う養成講習会（１日6時間程度）等を受講した者

又は都道府県等が適正と認める講習会（1日6時間程度）を受講した者

● 営業許可業種の食品衛生責任者は、フォローアップのための講習会（実務

講習会）を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めること。

● 食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。また、営

業者に対し、必要な意見を述べるよう努めること。営業者は食品衛生責任者

の意見を尊重すること。
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１ 許可申請時に全ての申請者に対して説明

２ 高鍋西都地区食品衛生協会の総会等の全ての衛生講習会での周知

ＨＡＣＣＰ制度導入促進への取組み

３ 食品衛生協会及び個別事業者からの依頼によるマニュアルの作成の支援

４ 食品取扱施設への監視、立入検査時の周知

５ 食品衛生協会の食品衛生指導員による啓発

高鍋西都地区食品衛生協会各地区総会

食品衛生責任者養成講習

食品衛生指導員研修 外
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４ 営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
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改正前
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包装食肉・魚
介類販売等

要許可業種

要登録業種
(県条例)

許可・登録
対象外業種

改正前 改正後

営業許可制度の見直し及び届出制度の創設

漬物製造等

届出対象外業種

要許可
業種

要届出
業種

行商・集団給食等

液卵・めんつゆ等

16



一施設一許可について

【改正前】 【改正後】
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営業許可に係る経過措置の概要

【類型１】 【類型２】

【類型３】

【類型４】

【類型５】

改正前後で業種区分が変わらないもの
又は業種区分が統合されるものの措置

改正後に統合される２業種の
満了期間が異なる場合の措置

新たに許可業種となるものの措置

改正前後で許可から届出
となるものの措置

新たに届出業種となるものの措置

条例の登録

旧法に基づく許可施設は旧施設基準を遵守する期間
改正法に基づく許可施設は新施設基準を遵守する必要がある 改正附則第２条の経過措置期間が終了する期間

改 正 法 に よ る 許 可 申 請 期 間旧法による許可申請期間

Ｒ３．６ Ｒ６．６ Ｒ９．５末

改正法に基づく営業許可

経過措置規定
に基づくしょ
うゆ製造業

改正法に基づく届出施設
経過措置
による届
出期間

例：改正法に基づくみそ・しょうゆ製造業の許可

Ｒ３．１２

条例の登録

旧法に基づ
く乳類販売
業の許可

旧法に基づく営業許可

例：旧法に基づくみそ製造業の許可

例：旧法に基づくしょうゆ製造業の許可

改正法に基づく営業許可

例：改正法に基づく漬物製造業の許可

経過措置による申請期間

経過措置による申請期間

改正法に基づく届出施設
施行日に届出をし
たものとみなす
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１ 改正法の新たな許可対象となった業種

許可制度見直し等への対応

（１）県条例の登録業種から改正法の許可業種

（２）新たに創設された許可業種

登録業者に対し説明会を開催し、改正法の内容及び許可申請手続きを周知を
行った。また、改正法に基づく施設基準に適合した施設整備及び食品衛生責任者
の設置を指導している。

衛生管理課から業界団体に改正法の周知を依頼している。また、食品衛生協会
食品衛生指導員等を活用した掘り起こし行い、該当者に対し改正法の周知を行っ
ている。

【許可件数】 小分け業 ３件

【許可件数】 漬物製造業 ２５件、水産製品製造業 ４件

条例の登録業者については、ハガキにて通知し、経過措置期間内の届出を周知し
ている。また、業界団体を通じて、法改正の周知を行うと供に担当者及び食品衛生
協会指導員等を活用した掘り起こしをおこなっている。

２ 改正法の届出対象となった業種

【届出件数】
販売業 １１５件、製造加工業 ２４件、行商 ３２件、集団給食施設 ３８件

件数は、１０月末現在。
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